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参考例規 

○ 関市自治基本条例 

平成26年関市条例第40号 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 基本原則（第４条） 

第３章 市民の権利、役割及び責務（第５条―第９条） 

第４章 議会の責務（第10条） 

第５章 行政の責務（第11条―第13条） 

第６章 市政運営（第14条―第17条） 

第７章 情報の共有等（第18条―第20条） 

第８章 参画及び協働（第21条―第27条） 

第９章 国、県その他の自治体との協力等（第28条・第29条） 

第10章 関市自治基本条例推進審議会（第30条） 

第11章 その他（第31条） 

附則 

 

関市は、日本の中心に位置し、市内には、清流として名高い長良川やその支流であ

る板取川、武儀川、津保川が流れています。また、日本刀鍛錬、小瀬鵜飼など流域に

住む人々の様々な伝統文化が財産として守り続けられています。この豊かな自然、積

み重ねられた歴史、育まれてきた文化など貴重な地域資源を背景に地場産業が栄え、

刃物のまちとして発展してきました。 

わたしたちは、先人の英知によって築かれ、平成の市町村合併により生まれ変わっ

たこのまちを誇りに思い、誰もが心豊かに安心して暮らすことができるまちとして、

未来を担う子どもたちへ引き継ぎます。 

子どもからお年寄りまで全ての市民は、まちづくりに大切な存在です。わたしたち

は、市民一人ひとりの考えが大切にされ、市民が主役であることが実感できるまちを

市民、議会及び行政が協働してつくっていきます。 

そのためには、市民一人ひとりがお互いの人権を尊重し、価値観を認め合いながら

人や地域のつながりを大切にしなければなりません。また、全ての市民が市政に関心

を持ち、まちづくりに理解を深め、その取組に主体的かつ自律的に参画することが必

要です。 

わたしたちは、地方自治の本旨にのっとり、関市のまちづくりの原則や仕組みなど

を明らかにし、全ての市民が心豊かに幸せを感じることができるまちの実現のために

この条例を定めます。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、関市のまちづくりの基本原則を定め、市民の権利、役割及び責

務、議会及び行政の責務並びに市民参画の施策を明らかにすることにより、協働に

よるまちづくり及び市民自治を推進することを目的とします。 

（定義） 

第２条 この条例で使われている用語の意味は、次のとおりです。 

(１) 市民 市内に住む人、市内で働く人、市内で学ぶ人及び事業者（市内で事業

又は活動を行う個人、法人その他団体をいいます。以下同じです。）をいいます。 
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(２) 行政 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委

員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。 

(３) まちづくり 住みよい地域社会を目指して、市民、議会及び行政が取り組む

活動をいいます。 

(４) 参画 市の事業、政策等の立案、実施等に市民が主体的に参加することをい

います。 

(５) 協働 市民、議会及び行政が対等な立場で連携し、協力することをいいます。 

（条例の位置付け） 

第３条 この条例は、関市のまちづくりの最も大切な理念を定めるものであり、市民、

議会及び行政は、この条例の規定を守ります。 

２ 行政は、他の条例、規則等の制定、改正及び廃止並びに計画の策定及び見直しに

当たっては、この条例の趣旨を尊重します。 

第２章 基本原則 

（基本原則） 

第４条 市民、議会及び行政は、次の基本原則に基づき、まちづくりを推進します。 

(１) 市民が主役のまちづくり 

(２) 市民が生涯にわたり自由に学び合うまちづくり 

(３) 市民が参画するまちづくり 

(４) 市民、議会及び行政が協働するまちづくり 

(５) 情報を提供し共有するまちづくり 

(６) 自然、歴史、文化、産業等の地域資源を生かすまちづくり 

第３章 市民の権利、役割及び責務 

（市民の権利） 

第５条 市民は、次に掲げる権利を有します。 

(１) 行政サービスを受け、安心して暮らす権利 

(２) まちづくりに関する情報を知る権利 

(３) まちづくりに関して学ぶ権利 

(４) まちづくりに参画する権利 

（市民の役割及び責務） 

第６条 市民は、まちづくりの主役であることを自覚し、まちづくりに参画します。 

２ 市民は、まちづくりに参画するに当たっては、自らの発言及び行動に責任を持ち

ます。 

（子どもの権利） 

第７条 市民、議会及び行政は、子どもが未来の担い手として尊重され、まちづくり

に参画することができるよう努めます。 

（高齢者、障がい者等の権利） 

第８条 市民、議会及び行政は、高齢者、障がい者等が地域社会の一員としてまちづ

くりに参画することができるよう努めます。 

（事業者の社会的責任） 

第９条 事業者は、地域社会を構成する一員であることを自覚し、地域社会への貢献

に努めます。 

第４章 議会の責務 

（議会の責務） 

第10条 議会は、市政に関する重要事項を決定し、市政運営が適正に行われるよう監

視します。 

２ 議員は、市民の多様な意見を聴き、議会の活動に反映します。 
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３ 議員は、議会の活動に関する情報を市民に提供します。 

第５章 行政の責務 

（行政の責務） 

第11条 行政は、市政運営に関する事務を執行するに当たり、市民の意思を反映しま

す。 

（市長の責務） 

第12条 市長は、施政方針を明らかにし、市民のために効率的な市政運営を行います。 

２ 市長は、市民のために将来を展望し、持続可能なまちづくりを推進します。 

３ 市長は、市民の意見を聴く機会を設けます。 

（職員の責務） 

第13条 職員は、知識の習得及び能力の向上に努め、公正かつ誠実に職務を行います。 

２ 職員は、地域社会の一員であることを自覚し、市民との信頼関係を築き、協働し

てまちづくりを推進します。 

第６章 市政運営 

（総合計画） 

第14条 市長は、計画的に市政を運営するため、基本構想、基本計画及び実施計画か

ら構成される総合計画（以下「総合計画」といいます。）を策定します。この場合に

おいて、基本構想は、議会の議決を経ることとします。 

２ 市長は、総合計画を着実に推進するため、総合計画の適切な進行管理及び評価を

行います。 

３ 市長は、総合計画の策定及び見直しに当たっては、広く市民の意見を聴きます。 

（財政運営） 

第15条 市長は、長期財政計画を策定し、将来にわたり健全な財政運営を行います。 

２ 市長は、総合計画に基づいて予算を編成し、これを適切に執行します。 

３ 市長は、予算編成の過程、予算執行、決算等の財政状況を市民に分かりやすく公

表します。 

（行政評価） 

第16条 市長は、効率的かつ効果的な市政運営を行うため、行政評価を実施します。 

２ 市長は、行政評価の結果を市民に分かりやすく公表し、市政運営に反映します。 

（危機管理） 

第17条 行政は、自然災害、重大な事故等の様々な緊急事態に備え、市民、議会及び

関係機関と連携し、危機管理を行います。 

第７章 情報の共有等 

（情報の共有） 

第18条 市民、議会及び行政は、協働のまちづくりを推進するため、必要な情報を提

供し、共有します。 

（個人情報の保護） 

第19条 市民、議会及び行政は、まちづくりに関する情報の収集、利用及び提供に当

たっては、個人情報について慎重かつ適切に取り扱います。 

（説明責任） 

第20条 行政は、市政運営に関する情報を市民に分かりやすく説明します。 

２ 行政は、市民の意見、提案及び要望に誠実かつ速やかに答えます。 

第８章 参画及び協働 

（審議会等） 

第21条 行政は、審議会等の附属機関の委員を選任する場合は、原則として公募によ

る市民を含めます。 
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２ 審議会等の会議は、原則として市民に公開します。 

（住民投票） 

第22条 市長は、市政に関する特に重要な事項について広く住民（市内に住所を有す

る者をいいます。以下同じです。）の意思を確認するため、その都度、議会の議決を

経て制定される条例（以下「住民投票条例」といいます。）の定めるところにより、

住民投票を実施することができます。 

２ 市長及び市議会議員の選挙権を有する住民は、法令の定めるところにより、住民

投票条例の制定を市長に請求することができます。 

３ 住民投票の実施に関し必要な事項は、住民投票条例で定めます。 

（パブリックコメント制度） 

第23条 行政は、重要な計画、制度等（以下「計画等」といいます。）を定めようと

するときは、事前にその内容を広く公表し、市民から意見を募るパブリックコメン

トを実施します。 

２ 行政は、パブリックコメントにより提出された市民の意見に対し考え方を公表す

るとともに市民の意見を尊重し、計画等に反映するよう努めます。 

（地域委員会） 

第24条 市民は、地域の課題を解決するため、小学校区を基本として、当該地域の自

治会、各種団体、事業者等の多様な団体及び個人で構成する地域委員会（以下「地域

委員会」といいます。）を設立することができます。 

２ 地域委員会は、誰もが参加できる開かれた組織とし、その適切な運営に努めます。 

３ 地域委員会は、当該地域が取り組む活動方針及び事業を定める地域振興計画を策

定します。 

４ 行政は、地域委員会の設立及び活動を支援します。 

（市民活動センター） 

第25条 市長は、市民、市民活動団体等の主体性及び自律性を尊重し、協働して市民

活動を推進するため、市民活動センターを設置します。 

（まちづくり市民会議） 

第26条 市長は、協働によるまちづくりを推進するため、市民が市政に関する施策を

提言するまちづくり市民会議（以下「まちづくり市民会議」といいます。）を開催し

ます。 

２ 市民は、まちづくり市民会議に主体的に参画します。 

３ 行政は、まちづくり市民会議から提言のあった施策の実現に努めます。 

（まちづくりに関する住民満足度の調査） 

第27条 市長は、まちづくりに関する住民の満足度を調査します。 

２ 市長は、前項の調査結果を公表し、市政に反映します。 

第９章 国、県その他の自治体との協力等 

（国、県その他の自治体との協力） 

第28条 行政は、共通する課題を解決するため、国、県その他の自治体と相互に連携

し、協力します。 

（他地域との交流） 

第29条 市民、議会及び行政は、国内外の地域及び団体との多様な交流をまちづくり

に生かします。 

第10章 関市自治基本条例推進審議会 

（関市自治基本条例推進審議会） 

第30条 市長は、この条例の運用及び進捗を管理するため、関市自治基本条例推進審

議会（以下「審議会」といいます。）を設置します。 
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２ 審議会は、市長の諮問に応じ、この条例の運用及び見直し並びに協働のまちづく

りの推進に関することについて調査及び審議し、答申します。 

３ 審議会は、前項に定めるもののほか、この条例の運用及び見直しについて市長に

提言することができます。 

４ 市長は、この条例を見直す必要があるときは、審議会の意見を尊重します。 

５ 審議会は、学識経験者、公共的団体の推薦による者及び公募による市民のうちか

ら市長が委嘱する15人以内の委員で組織します。 

６ 委員の任期は２年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とします。ただし、

委員の再任は妨げません。 

７ 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定めます。 

第11章 その他 

（委任） 

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定めます。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行します。 

（関市自治基本条例策定審議会条例の廃止） 

２ 関市自治基本条例策定審議会条例（平成24年関市条例第28号）は、廃止します。 

（関市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

３ 関市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和42年関市条例第

３号）の一部を次のように改正します。 

（次のよう略） 
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○ 関市自治基本条例推進審議会規則 

平成27年関市規則第14号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、関市自治基本条例（平成26年関市条例第40号。以下「条例」と

いう。）第30条第７項の規定に基づき、関市自治基本条例推進審議会（以下「審議

会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（公募委員の数等） 

第２条 条例第30条第５項に規定する審議会の公募による市民の委員は、３人以内と

する。 

２ 市長は、審議会の委員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを

解嘱することができる。 

(１) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

(２) 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠ったとき。 

(３) 委員としてふさわしくない非行があったとき。 

（会長及び副会長） 

第３条 審議会に、委員の互選により会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

（会議） 

第４条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。ただし、前条

第１項の規定により会長が互選されるまでの間に開催される審議会の会議につい

ては、市長が招集する。 

２ 審議会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又

は意見を聴くことができる。 

５ 会議は、公開とする。ただし、議長が必要と認めるときは、これを非公開とする

ことができる。 

（委任） 

第５条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審

議会に諮って定める。 

 

附 則 

１ この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日以後最初に委嘱された審議会の委員の任期は、条例第30条第

６項の規定にかかわらず、平成29年３月31日までとする。 
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○ 関市自治基本条例推進審議会の会議の傍聴に関する規程 

平成28年６月28日審議会決定 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、関市自治基本条例推進審議会の会議(以下「会議」という。)の

傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（傍聴人の制限) 

第２条 会長は、傍聴人の数を制限することができる。 

  (傍聴の禁止) 

第３条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許可しない。 

(１) 酒気を帯びている者 

(２) 凶器の類その他他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携

帯している者 

(３） 前２号に定めるもののほか、会長が傍聴を不適当と認める者 

  (遵守事項) 

第４条 傍聴人は、傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。 

(１) 傍聴席以外において傍聴しないこと。 

(２) 飲食又は喫煙をしないこと。 

(３) 会議における言論に対して拍手又は言語をもって可否を表明しないこと。 

(４) 私語、談笑その他会議の妨害になるような行為をしないこと。 

(５) その他会長の指示に従うこと。 

  (退場命令) 

第５条 会長は、傍聴人がこの規程に違反したと認めるときは、注意を与え、なお従

わないときは、退場を命ずることができる。 

 

   附 則 

 この規程は、平成28年６月28日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




